
第4期静岡県スポーツ推進計画の施策の考え方

【基本方針１】スポーツによる豊かで、幸せな暮らし・社会の実現

柱１ 楽しさ・喜びにあふれるSport in Life の実現

施策① 子どもの運動習慣の確立

施策② 成人期に地域社会や職場でスポーツに親しむためのきっかけづくり

施策③ 高齢期の健康長寿のためのスポーツ推進

（考え方）

ライフステージに適切に対応したスポーツ推進を図るため、各ステージの特徴に

応じた施策として事務局案を作成しました。

柱２ スポーツを通じた誰もが活躍できる社会の実現

施策④ スポーツに親しむことができる場の提供と人材の確保

施策⑤ 女性のスポーツ参画と障害者スポーツの裾野拡大

（考え方）

施策④は全般的に必要な施策としています。施策⑤は、社会が当たり前に配慮す

べき施策として、出産や育児等、女性特有の事情によりスポーツ習慣をたたれるこ

とがないよう「女性のスポーツ参画」と障害のある人もない人もともにスポーツを

楽しむことができる機会を拡大することを目指す「障害者スポーツの裾野拡大」を

事務局案として作成しました。

柱３ スポーツを通じた人間性と多様な能力の育成

施策⑥ 静岡の未来を担うジュニア世代の個々に合わせた可能性の発掘と育成

施策⑦ 県民に夢や感動を与えるアスリート・パラアスリートの発掘・育成・支援

施策⑧ 選手の能力を引き出す指導者の資質向上

（考え方）

ジュニア世代を発掘・育成することで、将来にわたり、本県ゆかりのトップアス

リートが誕生する土台を作ります。選手の活躍で、県民は、夢を描いたり、感動す

ることで人間性が豊かになります。アスリートの育成に不可欠な指導者の施策を加

えた3本を事務局案として作成しました。

○第 3期県スポーツ推進計画の施策をベースに、新規で「スポーツの成長産業化」

の施策を追加

○できる限り、施策をわかりやすくするために、施策数を整理（14 本⇒10 本）
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【基本方針２】スポーツの魅力による地域活力の醸成

柱４ スポーツによる地域の活性化

施策⑨ スポーツを通じた賑わいの創出と交流人口の拡大

（考え方）

基本方針２のうち、柱５のスポーツの成長産業化は「産業」や「ビジネス」で表

現されるような経済の観点がイメージできる取組で構成されています。一方、柱４

は経済の観点から説明するより、地域活性化のイメージを「賑わい」や「交流」を

キーワードとした「スポーツを通じた賑わいの創出と交流人口の拡大」を事務局案

として作成しました。例えば、国際大会の県内開催を活用した地元との国際交流や

スポーツボランティアの活動支援などの取組を想定しています。

柱５ スポーツの成長産業化

施策⑩ スポーツ市場の成長を地域スポーツの振興・地域活性化に繋げる

好循環の創出

（考え方）

しずおかスポーツ産業ビジョンの考え方を事務局案として施策にしました。
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○“スポーツ・レクリエーション”から“競技”まで、それぞれの志向に
　応じ運動を楽しむことができる。

○「する」「みる」「支える」など、様々なアプローチを通じて日常生活に
　スポーツを取り入れることができる。

○性別、年齢、障害の有無、経済状況等の区別無く、ささえあいながら、
　ともにスポーツに関わることができる。

○トップアスリートの活躍が子供たちに夢を与え、
　スポーツを通して人間性や多様な能力を
　育むことができる。

○地域の特色あるスポーツの取組や歴史に
　誇りを持つことができる。

○適正な対価によるサービスとして
　様々なスポーツを楽しめる環境があり、
　スポーツ施設等への投資が促進され、
　スポーツにより地域や経済が活性化される。
 

富士の高みがいつもそこにあるように、スポーツが文化として定着し、スポーツ
の力ですべての県民が健康で豊かに暮らせる、スポーツによるＱＯＬの向
上を実感できる社会を目指し、本県におけるスポーツ政策の基本理念を
「スポーツの聖地づくり」と設定する。 

＜基本方針１＞
スポーツによる

健康づくりの推進

＝主旨＝
体力の向上、健康増進により、
より多くの県民が生涯にわたり
健康的な暮らしを送ることがで
きる

（指標）
○成人の週１回以上の

スポーツ実施率

毎年度　70％

＜基本方針２＞
スポーツ文化の醸成と

スポーツを通じた
共生社会の実現

＝主旨＝
スポーツを通じて、人間的な成
長を促すとともに、相手を尊重
し、思いやる精神が育まれる

（指標）
○する、みる、支えるの

いずれかの形でスポーツに
親しんだ県民の割合

毎年度　90.2％以上

＜基本方針３＞
地域特性を活かしたスポーツ
による地域と経済の活性化

＝主旨＝
スポーツをすること、観戦するこ
とは、地元チームの応援等を
通じた地域と経済の活性化へ
とつながる

（指標）
○県内施設・大会等でスポー

ツをする人、みる人の人数
2025年度　15,000,000人

＜柱１＞
幅広い世代への生涯スポーツ振興

○多様な年代が参加できる
   スポーツイベント数

毎年度　440回

○新体力テストの記録が全国
   平均を上回る割合

毎年度　100％

＜柱２＞
スポーツ施設の整備と利活用の促進

○県立スポーツ施設利用者数
毎年度　600,000人

○県営都市公園運動施設
　 利用者数

毎年度　2,220,000人

＜柱４＞
障害の有無にかかわらない

スポーツ振興

○静岡県障害者スポーツ大会への　
   参加者数

毎年度　3,000人

＜柱３＞トップアスリートの活躍による
スポーツへの関心喚起と理解促進

○ＪＯＣオリンピック強化指定
   選手・ＪＰＣパラリンピック等
   強化指定　選手中の静岡県
   関係選手の割合

毎年度　3.0%

○国民体育大会への出場種目数
毎年度　231種目

○日本スポーツ協会登録コーチ
   ３、４（旧公認コーチ）数

2025年度累計　1,300人

＜柱５＞
スポーツによる交流促進

○サイクリング県モデルルート数
   2026年度　７ルート

○主催、共催、後援したスポーツ　
   大会数

2025年度　150件

＜柱６＞
交流を促進するための体制整備

○スポーツボランティア登録数
2025年度　600人

施策（14）・取組(75)

静岡県スポーツ推進計画　概要版
基本方針(3)・指標(3) 柱（６）・目標値(11)

＜施策14＞スポーツコミッションによる地域活性化の推進

①スポーツコミッションの設置に向けた準備
②スポーツボランティア活動への参加の促進
③大規模国際スポーツイベントを契機とした交流継続のための支援
④サイクルスポーツセンターの自転車トレーニングヴィレッジとしての活用の促進
⑤小笠山総合運動公園の利活用によるスポーツ合宿等の推進

71

72

73

74

75

＜施策13＞スポーツを通じた多様な交流の促進

①「サイクルスポーツの聖地」を目指す取組の推進
②地域の資源を活用したスポーツ交流の推進
③スポーツ産業振興協議会の支援
④テーマ性を持ったツーリズムの推進
⑤自転車競技国際大会等開催に向けた準備
⑥国際ロードレース大会創設に向けた取組
⑦プロスポーツチーム等との連携

64

65

66

67

68

69

70

＜施策12＞パラアスリートの発掘・育成・支援
①パラリンピック、デフリンピックなどで活躍する選手の支援
②競技力向上を目的とする強化練習会、合宿等の支援
③パラアスリート発掘のための体験会の開催
④全国障害者スポーツ大会への選手団の派遣の支援

60

61

62

63

＜施策11＞障害者スポーツの裾野拡大
①障害のある人が安全にスポーツを行うためのニーズ把握　②障害者スポーツに親しむ機会の提供　　
③障害者スポーツの指導者の育成・活用　④特別支援学校生徒と地域スポーツ関係者との連携
⑤障害のある人とない人が一緒にスポーツに参加する機会の提供　⑥障害者スポーツ応援隊の活用　

54 55

56 57

58 59

＜施策10＞競技力を活用した機運醸成
①東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催記念イベント　②ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育の活用【再掲】 
③ラグビー文化の醸成
51 52

53

＜施策９＞選手の能力を引き出す指導者の資質向上
①国内外のトップクラス指導者の招聘　②上級コーチ等の指導者資格取得、専門研修会への参加支援
③ジュニア期のスポーツ・インテグリティの基盤整備　④スポーツ医・科学研究の成果の活用　⑤ＩＣＴを活用した指導力の向上
46 47

48 49 50

＜施策８＞活躍する姿が多くの人に夢や感動を与えるトップアスリートの育成・支援
①オリンピック・パラリンピックでの活躍を目指すトップアスリートの活動支援
②世界に羽ばたく可能性のあるアスリートの活動支援
③国内主要大会において優秀な成績を収めるための強化活動の支援　④トップアスリートのセカンドキャリアの活動支援
⑤ＩＣＴを活用した強化活動の実施　⑥スポーツ医・科学を有効活用したアスリート支援

40

41

42 43

44 45

＜施策７＞個々に合わせた可能性を発掘し、磨きあげるジュニア世代の育成
①ジュニア世代の発達段階に応じた育成・強化　②学校や地域への各分野のスペシャリストの派遣
③ジュニア育成・強化のためのトップアスリートの派遣　④多くの競技を体験する機会の創出
⑤競技力向上に向けた運動部活動の支援　⑥中高生の運動部活動の活性化【再掲】
⑦体づくりに関するスポーツ食育支援　

33 34

35 36

37 38

39

＜施策６＞地域スポーツの担い手となる総合型地域スポーツクラブの充実
①中間支援組織の支援
②広域スポーツセンターによる支援
31

32

＜施策５＞多くの人がスポーツに親しむことができる場の提供と人材の確保
①県立スポーツ施設の魅力向上　②県立スポーツ施設の適切な管理運営
③都市公園施設の機能充実　④都市公園施設の維持修繕
⑤スポーツ施設のバリアフリー化、グラウンドの芝生化
⑥地域スポーツ活動充実のためのスポーツ推進委員の資質向上　　

25 26

27 28

29

30

＜施策４＞女性のスポーツ参画
①男女とも参加できる幼・児童スポーツ団体の拡大（啓発）②運動機会が少ない子供への魅力ある活動提供
③家族でスポーツに参加する機会の創出　④女性アスリートの活躍支援
21 22

23 24

＜施策３＞高齢期の健康長寿のためのスポーツ推進
①静岡県すこやか長寿祭（仲間とのスポーツの場）②高齢者を対象とするスポーツ指導者の養成
③ニュースポーツ、マインドスポーツ等の推進【再掲】
18 19

20

＜施策２＞成人期に地域社会や職場でスポーツに親しむためのきっかけづくり
①県民のスポーツに関する意識調査の実施、分析　②日常生活へ運動を取り入れることによる運動習慣化
③健康経営の推進による職場の健康づくり支援　④誰もがスポーツに親しむ機会の創出(推進月間、県民の日)　
⑤ニュースポーツ、マインドスポーツ等の推進【再掲】

13 14

15 16

17

＜施策１＞子供の運動習慣の確立
①ファミリー・プレイ・プログラム等の活用　②「幼児期運動指針」の活用 
③運動機会が少ない子供への魅力ある活動の提供　④新体力テストを活用した体力分析　
⑤「体力アップコンテストしずおか」の普及　⑥「子どもの体力向上ふじさんプログラム」の充実　
⑦オリンピック・パラリンピック教育の活用　⑧子供のスポーツに関する団体が一堂に会する場の設定　
⑨中高生の運動部活動の指導体制充実　⑩中高生の運動部活動の活性化
⑪事故、障害防止に向けた設備・用具の安全確保、スポーツ医・科学活用　⑫ニュースポーツ、マインドスポーツ等の推進

１ ２

３ ４

５ ６

７ ８

９ 10

11 12

根拠法令
地方公共団体は、基本理念にのっとり、スポーツに関する施策に
関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の
特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
（スポーツ基本法第４条）

計画区域 　静岡県全域 計画期間 2022～2025年度

スポーツの聖地づくり

１ 総論

　２ 改定の考え方
○大規模国際スポーツ大会の終了に伴い、イベント中心の取り組み
　から日常におけるスポーツ振興への転換を目指す  

○日常におけるスポーツ振興の最終目標としての「スポーツの聖地」
　をより分かりやすく表現し、スポーツの聖地づくりの取組を推進  

○2021年度末改定の国スポーツ基本計画（第３期）を参酌する
  とともに、前静岡県スポーツ推進計画の進捗状況を踏まえた見直し 

基本理念

参考２
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○静岡県スポーツ推進審議会条例

昭和37年3月28日
条例第12号

静岡県スポーツ振興審議会条例をここに公布する。

静岡県スポーツ推進審議会条例 (題名改正〔平成23年条例51号〕)
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、
静岡県スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成20年条例6号・23年51号〕)
(職務)
第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、知事の諮問に応じて、スポーツの推進
に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して知事に建議す

る。

(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) スポーツの推進のための基礎的条件の整備等に関すること。

(3) 多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備に関すること。

(4) 競技水準の向上等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(一部改正〔平成23年条例51号・28年3号〕)
(組織)
第3条 審議会は、20人以内の委員で組織する。
2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時の委員(以下「臨時
委員」という。)を置くことができる。
(委嘱)
第4条 委員及び臨時委員は、次に掲げるもののうちから、知事が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(一部改正〔平成23年条例51号・28年3号〕)
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす
る。

2 臨時委員の任期は、特別の事項に関する調査審議の期間とする。

(会長等)
第6条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

参考３
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3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の総数の半数以上の者が出席しなければ

会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、

会長の決するところによる。

(庶務)
第8条 審議会の庶務は、スポーツ・文化観光部において処理する。

(一部改正〔平成28年条例3号・令和2年2号〕)
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成28年条例3号〕)
附 則

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の静岡県スポーツ振興審議会条例第4条により委嘱さ
れている委員(以下「旧委員」という。)は、改正後の静岡県スポーツ推進審議会条例第4
条の規定により委嘱された委員(以下「新委員」という。)とみなす。この場合において、
新委員としての任期は、旧委員として委嘱された日から起算する。

附 則(平成28年3月29日条例第3号抄)
(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(静岡県スポーツ推進審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の静岡県スポーツ推進審議会条例第4条の規定により
委嘱されている委員(以下「旧委員」という。)は、改正後の静岡県スポーツ推進審議会条
例第4条の規定により委嘱された委員(以下「新委員」という。)とみなす。この場合にお
いて、新委員としての任期は、旧委員として委嘱された日から起算する。

附 則(令和2年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
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令和７年度第１回静岡県スポーツ推進審議会 A部会議事録

高橋会長

次第に従いまして議事を進めます。まず、審議事項「第 4期スポーツ推進計画の各施策の取り組み内

容」について、事務局から説明をお願いします。

事務局

前回、3月 1日に実施したスポーツ推進審議会および部会では、第 4期スポーツ推進計画の基本方針、

柱、施策についてご理解をいただき、各柱ごとの施策と取り組みの概要について議論を行いました。

今回の部会では、これを踏まえ、事務局で検討・決定した具体的な施策（資料 1および資料 2）につい

て、さらにご審議いただきたいと思います。特に以下の観点でのご意見をお伺いします。例えば、施策と

具体的な施策との関連性、各施策の充足度、表現の妥当性などです。

本日の部会終了後、他部会の施策についても意見交換を行い、広くご意見をいただければと存じます。

A部会の主な施策内容について

施策 1：子どもの運動習慣の確立（国が推奨する「部活動の地域移行」を新たに付加）

施策 2：成人期の地域社会や職場でのスポーツ参加のきっかけづくり

施策 3：高齢期の健康長寿を目指したスポーツ推進

施策 4：女性のスポーツおよび障害者スポーツの拡大（現状の施策を継続）

施策 5：スポーツに親しむ場の提供と人材の確保

施策 5についてですが、スポーツ施策全体の基盤となるものであり、施策４と配置を入れ替えて再配

置した者です。「場の提供」と「人材の確保」を重点的に位置づけています。次期計画では、スポーツ施

設の管理に関する課題だけでなく、今後のスポーツ施設のあり方についても検討を追加していく方針で

す。

高橋会長

それでは議事を進めます。我々A部会では、柱 1および柱 2に基づき、子どもから高齢者、障害者を含

めたスポーツ推進、成人のスポーツ実施率の向上、誰もが活躍できる社会の実現を目指しています。これ

らを通じて、多くの人がスポーツに親しみ、女性や障害者のスポーツ参加を促進し、人と人との交流を重

点に置いています。

これらの施策に向けて、どのような観点が必要か、皆さまのご経験や知識を踏まえてご意見を伺いたい

と思いますが、その前に、私からいくつか質問をさせていただきます。

①施策の整理について

施策 1～4は「人」を中心とした内容（子ども、成人、高齢者、女性、障害者）であり、施策 5は「場」

として人を支える基盤と理解しています。この整理で問題はないでしょうか？

②目標値について

基本方針では、「スポーツによる豊かで幸せな暮らし・社会の実現」を掲げています。その中で、スポ

ーツに親しむ国民の割合を 93％にするという目標値が示されていますが、現在の 90.2％から 2.8％の増

加に留まるのは妥当でしょうか？

また、成人の週 1回以上のスポーツ実施率が 70％、成人女性も同じく 70％とされています。これは「女

性に限らず、成人全体の目標」と理解してよいでしょうか？
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③人と人との交流に関する指標について

「スポーツが人と人との交流に効果があると考える県民の割合」が 55％とされていますが、これは低

すぎるのではないでしょうか？もっと高い目標値を設定すべきではないかと思います。

④障害者スポーツ大会の参加者数について

静岡県の障害者スポーツ大会の参加者数が「3,000 人」とされていますが、これは 2022～2025 年度の

目標値と同じです。これを増やすべきではないでしょうか？

⑤用語の確認

具体的な施策の中で、以下の点について確認させてください

a.「マインドスポーツ」とは何を指すのか？

b.「健康経営」という言葉は市民意見から採用されたものなのか？それとも特別な専門用語なのでしょ

うか？

私の質問は以上です。

事務局

①スポーツに親しむ国民の割合（93%）

目標値の 93%は、過去 5年間の最高値を基準としています。この水準を維持し、将来的にはさらに向上

を目指します。

②成人および女性のスポーツ実施率（70%）

成人と女性のスポーツ実施率を 70%と設定しているのは、国の目標値と統一するためです。女性層を特

段に区切るのではなく、成人全体の目標として設定されています。

③障害者スポーツ大会の参加者数（3,000 人）

令和元年度には 2,900 人が参加し、目標に近づいていました。しかし、新型コロナウイルスの影響で令

和 5～6年には約 2,000 人に減少しています。今後、参加者数を回復させ、目標達成を目指します。

④人と人との交流に関する指標（55%）

人と人との交流に効果があると考える割合を 55%と設定していますが、これも過去 5年間の最高値を参

考にしたものです。

⑤健康経営について

健康経営とは、企業が従業員の健康管理を戦略的に実施する取り組みです。具体的には、以下の 3つ

を重点としています。

a.食（例: 健康的な食事の提供）

b.運動（例: リクリエーション活動の促進）

c.社会参加（例: 地域貢献活動）

この取り組みは、企業経営者には比較的浸透しているものだと考えている。

⑥マインドスポーツについて

マインドスポーツはニュー・スポーツと並列して普及を進めています。具体例としては、トランプゲー

ムや将棋など、知的活動を伴う競技です。これらは将来の身体と心の健康に良い影響を与えるものとし

て推進しています。

以上です。

高橋会長
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それでは、まず「子ども、成人、高齢者、女性」という人に焦点を当てた形での議論を進めたいと思い

ます。では、竹田委員、よろしくお願いいたします。

竹田委員

健康経営についてお伺いします。藤枝市では、企業が従業員の健康状態（例: 糖尿病や運動量など）を

1年ごとに調査し、結果を共有しています。静岡県では、このような具体的な取組を行っていますか？

事務局

静岡県では、健康経営を目指す企業への支援として以下の取り組みを行っています

①専門家派遣

中小企業などからの要望に応じて、保健師を派遣し、講演や血圧測定などを実施しています。

②健康経営セミナー

地域の企業経営者向けにセミナーを開催し、健康経営の重要性を伝えるとともに、優良企業による事

例発表を通じて実践例を共有しています。

高橋会長

ありがとうございます。それでは、次に進めたいと思います。

青野委員

ニュー・スポーツとマインドスポーツについてですが、当協会では、マンカラという知的ゲームを普及

しています。マインドスポーツは身体を動かさない方でも楽しめるので、ニュー・スポーツと組み合わせ

て一緒に普及を進めています。

また、「ニュー・スポーツ」という言葉についてですが、これまで広く使われてきたものの、最近では

「スポーツレクリエーション」という表現の方が、趣味性や人間関係の構築を強調でき、より適切ではな

いかと考えています。これにより、マインドスポーツも含めた幅広い活動を推進できると思います。

現在、静岡県と連携し、年に 4～5回、各地域で「ふれあいスポーツフェス」を開催しています。先日

は吉田町で実施し、市民の皆様に体験型のイベントを提供しました。ただし、現時点ではマインドスポー

ツの導入はまだ進んでおらず、今後の課題と考えています。

高橋会長

ありがとうございます。川根本町は高齢者の割合が比較的高いと認識していますが、町長として健康長

寿を目指すためのスポーツについて、どのように取り組まれているかお聞かせください。

薗田委員

川根本町の高齢化率は県内でも上位に位置しており、人口も少ない状況です。行政としては、高齢者を

含めた全世代がスポーツに親しみやすい環境を整えることを目指しています。例えば、プロチームとの

協定により、サッカーやラグビー、バスケットボールなどの試合観戦を町民が楽しむ機会を提供するこ

とで、スポーツに対する関心を高めています。これにより、町全体でスポーツを楽しむ文化が促進されて

いると思います。

高橋会長

スポーツが人と人との交流に効果があるという指標について、県では 55%が過去 5年間の最高値とされ

ていますが、川根本町ではそれ以上の数値になっている可能性はありますか？

薗田委員

具体的な割合は把握していませんが、広報活動を通じて、子どもから高齢者までスポーツに親しむ取り
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組みが認知されていると思います。町全体でスポーツを推進していることから、今後さらにこの割合は

伸びていく可能性があると考えています。現時点では、55%という数値は妥当な範囲ではないかと思いま

す。

高橋会長

ありがとうございます。薗田委員にお伺いします。この「子ども」「成人」「高齢者」「女性」「障害者」

という層を考えたとき、一番気になる層はどこでしょうか？やはり高齢者ということで良いのでしょう

か？

薗田委員

この前の会合で「中学校の運動部の地域展開をより積極的に進めるべき」という話をさせていただいた

かと思います。

私の経験では、藤枝や島田に行くと、子どもたちがお母さんに車で連れて行ってもらい、クラブチーム

に通っている姿をよく見ます。そのため、子どもたちがスポーツに親しみやすい環境を整えることが、非

常に重要だと考えています。

高橋会長

ありがとうございます。常葉大学では、運動部へのサポートやボランティアなど、何か取り組んでいる

ことはありますか？また、もっと広い視点からのご意見でも構いませんので、ぜひ教えてください。

吉田委員

常葉大学の吉田早織と申します。よろしくお願いいたします。

常葉大学としては地域にさまざまな形で関わっております。しかし、部活動がどのように転換していく

のかという具体的な話は、一部しか出ていないように感じます。そのため、大学としても関連の職員と可

能な限り連携し、何かできないかというスタンスでおりますが、現状では話がなかなか進んでいないの

が実情です。

私自身は、もともとアスリートを対象にアスレチックトレーナーとして活動してきましたが、現在は特

に子どもの体力低下の問題に取り組んでいます。学生たちと一緒に、市内のフィールドをお借りしてさ

まざまな活動を行っています。

まず、子どもの体力低下問題に触れる前に、最近のトレンドの話になりますが、「ウェルビーイング」

や「インクルーシブ」といった言葉を取り入れてもよいのではないかと思います。基本方針 1「スポーツ

による豊かで幸せな暮らし、社会の実現」は、スポーツを通じたウェルビーイングの促進に直結する内容

だと思います。ウェルビーイングという言葉が市民にとって分かりにくい場合は、併記する形でも良い

のではないでしょうか。

また、施策 2の「誰でもがスポーツに親しむ機会の創出」という部分についてですが、「誰でもが」と

いうのはインクルーシブの考え方を含んでいるのか、少し気になりました。現状では、障害のある方はカ

テゴリー4に分けられているようですが、障害のある方がスポーツを楽しむ機会を支援することはもちろ

ん、一緒に楽しめる場を作ることも重要だと思います。ですので、施策にインクルーシブの考えを盛り込

むことができれば、より良いのではないかと考えます。

さらに、近年のトレンドとして DX 化（デジタルトランスフォーメーション）が挙げられます。スポー

ツ分野においても DX化を進めるべきだと思います。たとえば、子どもたちが健康リテラシーを高めるた

めの教育が必要だと考えています。大人であれば 1日の運動量や歩数についてある程度目安があると思
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いますが、子どもたちは自分にどれだけの運動が必要かを意識していないことが多いです。運動量が低

下している今こそ、そういった認識を高める教育が求められています。

具体的には、体力テストや新体力テストを活用し、個々の体力データをもとに不足している部分を補う

プログラムを提供することが考えられます。また、個別の運動トレーニングを推進するために、たとえば

体力テストの結果からおすすめのエクササイズを動画で確認できる仕組みを作るなど、DX 化を活用した

取り組みができれば効果的だと思います。

現在、「ふじのくにファミリープレイプログラム」などの取り組みがありますが、それらがどれだけ認

知されているかというと、正直まだあまり知られていないのではないかと思います。私自身も委員とし

て関わっているにもかかわらず、認知度が低いと感じています。そのため、普及のための工夫が必要です。

たとえば、アンバサダーを作ったり、若い学生たちが楽しそうに活動している姿を発信するなど、より親

しみやすい形での情報提供が求められるのではないでしょうか。

また、子どもの運動教室を開催している中で、発達特性のあるお子さんやグレーゾーンのお子さんを持

つ親御さんが「この教室に参加しても良いのか」と心配されるケースをよく目にします。療育に通ってい

ない場合、親御さんが遠慮してしまい、スポーツの機会を逃してしまうことも少なくありません。そうい

ったお子さんたちにも運動機会を提供できる場を作ることが重要だと思います。

高橋会長

はい、いくつか課題があると思います。まずウェルビーイングについてお話しします。

この資料の冒頭に「ウェルビーイングの向上」と掲げられています。2025 年までは「スポーツの聖地」

というキーワードが中心でしたが、静岡県が新たにウェルビーイングを打ち出していただいたことで、

これが新たな柱となり、我々としても具体的にどう取り組むかが重要になってくると思います。

インクルーシブについてですが、これは障害の有無に関わらず、たとえば高齢者がロコモティブシンド

ロームなどで移動が困難になる状況も含めて考えるべきだと思います。障害者だけでなく、介護が必要

な方々や高齢者も含めた「インクルーシブ」という視点が現状の計画にどこまで反映されているのか、お

答えいただけますか？ もし現状で盛り込まれていないのであれば、ぜひ希望として反映していただけれ

ばと思います。

事務局

ご指摘ありがとうございます。この計画には、現状「インクルーシブ」という言葉自体が含まれていま

せん。ただ、「誰でもがスポーツに親しむ機会の創出」という表現に込められている部分はあります。ま

た、施策 4の「障害者スポーツの拡大」において、「障害のある人とない人が一緒にスポーツを楽しむ機

会の提供」という項目も含まれています。

ただし、現状では障害のある方とない方を分けて考える傾向が強いのは事実です。今後は、地域の中で

自然とさまざまな背景を持つ方々――お年寄りから子どもまで、障害の有無に関係なく――が一緒にス

ポーツを楽しめる機会を提供する施策を進めていく必要があると考えています。この点については、計

画に反映できるよう、検討を進めてまいります。

高橋会長

それから、子どもたちがスポーツ関連の動画やプログラムを学校で閲覧できる機会についてお聞きし

たいのですが、どのような状況でしょうか？

事務局
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現状では、ホームページに動画を掲載しているものの、それだけでは十分な普及が進んでいないのが実

情です。幼稚園や学校には、動画の QR コードが記載された下敷きなどを配布して普及を図っていますが、

それが認知度向上にどれだけ寄与しているかは課題が残っています。

確かに、これまでと同じ普及方法では限界があると認識しています。この点については、新しい普及手

法を検討し、施策として真剣に取り組んでいきたいと考えています。

高橋会長

静岡産業大学における部活動支援についてお話しします。まず、磐田市では、手を挙げた学校に対して

学生が派遣されています。特に教職を目指している学生が多く、教員養成に関わりたいという思いから、

ボランティアとして無償で活動を行っています。しかし、学生たちからは、「部活動の指導者の意見」と

「学生が授業で学んでいる主体性を育む指導」との間にギャップがあり、行きたくないと感じることも

あるという声が聞かれます。学校側の意向に強く反論できない立場であるため、学生が戸惑う場面もあ

るようです。

また、最近では吉田町と連携協定を結びましたが、協定が増えるにつれ、市や町から「何曜日に学生を

派遣してほしい」「ロコモティブシンドロームの調査をしてほしい」「運動指導をしてほしい」という依頼

が多く寄せられます。しかし、授業もあるため、学生がすべて対応できるわけではありません。また、ほ

とんどが無償での依頼であり、交通費すら支給されないこともあります。そのため、活動が疲弊してしま

いがちです。

文部科学省が「部活動の地域移行」を掲げましたが、予算措置がされていないため、各自治体の予算状

況に大きく依存しています。その結果、うまく機能する自治体とそうでない自治体があり、実際に取り組

みが進んでいないケースも見受けられます。この計画も、期限が延長されたりするなど、課題が多い状況

です。予算措置が十分でない場合、指導者の派遣も難しいという現状があります。

薗田委員、自治体側での予算措置について、どのようにお考えでしょうか？

薗田委員

前回も同様の課題が取り上げられましたね。学校の部活動問題については、先生方の働き方改革の一環

として進められていますが、部活動を好む教員もおられるため、現状ではその先生方に任せている部分

が多いです。

静岡産業大学が吉田町と連携協定を結んだお話もありましたが、行政側の立場から見ると、自治体が勝

手な要望を出しやすい傾向があり、協力する側にとって負担が大きいのではないかと思います。今後の

展開において、部活動をどのように進めていくかは、行政としてもしっかり考えていかなければならな

い課題です。教育行政の中で、この問題に対する意識を持ちながら、持続的に取り組む必要があると感じ

ています。現状では、先生方に任せる形が適しているのではないかと考えていますが、この方針を引き続

き見直していくことが重要だと思います。

高橋会長

それでは、5番目の柱「スポーツの場」についてお伺いしたいと思います。この点について、竹田委員

や青野委員は、施設をどのように活用できるかについて課題を感じておられるのではないでしょうか？

竹田委員

まず施設環境に関する課題が大きいと感じています。特に体育館についてですが、冷暖房設備が整って

いない施設が多く、ほとんどの小学校や中学校では、そのような設備がありません。高校でも、私立の一
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部には冷暖房がある施設がありますが、現実的にはそれらを地域で利用することは難しい状況です。私

は小学校の体育館で子どもたちに体操指導をしていますが、夏場の体育館内は非常に暑く、気温が 34 度

になることもあります。窓を開けたり、スポットクーラーを使用したりしても、温度が 2度程度下がる

のが限界です。さらに、子どもたちが運動すると熱がこもり、室温がさらに上がるという現状があります。

こうした環境では、十分な運動指導が難しく、まずは体育館の環境を改善することが急務だと考えてい

ます。この点を県に強くお願いしたいと思います。

また、子どもたちの運動量についても課題があります。最近では、プールは暑くて入れず、外も暑くて

走ることができない状況があります。その結果、子どもたちの運動は室内に限られ、クーラーの効いた部

屋で簡単な体操をするだけになってしまいます。しかし、それだけでは運動量としては不十分です。

そこで、私は子どもたちに階段昇降を取り入れた運動を提案しました。たとえば、2階や 3階まで階段を

上り下りし、それを 5回繰り返した後、クーラーの効いた部屋で休憩し、水分補給をするという方法で

す。この間、子どもたちは楽しそうに運動していました。実際にやらせてみたところ、1回の運動で 4,000

歩ほどの運動量を達成しました。次は 6,000 歩を目標にするよう伝え、子どもたちのやる気を引き出す

工夫をしました。例えば、「目標を達成したらアイスを買ってあげる」というような小さなご褒美を設定

すると、子どもたちも積極的に取り組んでくれました。

このように、限られた環境の中でも工夫をすることで運動量は確保できますが、そもそもの環境整備が

不十分では継続的な取り組みが難しいのが現状です。体育館や運動施設の環境を整備していただきたい

というのが、私からの強い要望です。

青野委員

「場の提供」に関することではないかもしれませんが、お話させていただきます。先ほど吉田先生から

子どもたちへのプログラム提供についてお話がありましたが、私たちレクリエーション協会でも、過去

5～6年ほど、各地の幼稚園を回りながら親子運動遊びを実施してきました。その際、「ファミリープログ

ラム」や新しく作成した動画などをご紹介し、県内各地で活動しました。

しかし、課題として感じたのは、親子で集まってプログラムを紹介しても、その場で終了してしまうケ

ースが多かったことです。現場の先生方や保護者の方々に十分に届いていない状況があり、プログラム

の浸透が進まなかったのです。今後、このような取り組みを転換して進めるなら、現場の先生方や保護者

の方々に対して、より広く「こういったプログラムがあります」と伝え、子どもたちの体力づくりに役立

てていただけるようにする必要があると感じました。

高橋会長

ありがとうございます。それでは、吉田委員、全体的な視点でのご意見もいただけますか？

吉田委員

まず、場の提供に関してですが、県立のスポーツ施設がスポーツ以外の課外活動や遊びの場として利用

されているのかが気になっています。たとえば、スポーツをする方々は草薙総合運動場や浜松球場など

に行くと思いますが、それ以外の方々が利用する機会を増やし、施設をもっと身近なものにする取り組

みができれば良いのではないかと感じています。そうすることで、スポーツがより身近なものになり、遊

びや運動の場も増えると思います。

また、暑い中での運動についてですが、法制度が変わり、指導者側への責任がさらに重くなっている状

況があります。そのため、運動環境の改善は急務だと感じています。たとえば、野球場では日陰がほとん
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どなく、テントを設置して対応していますが、ミストクーラーのような設備があるだけでも状況が大き

く変わると思います。草薙総合運動場のコンコースなどにミスト設備を設置すれば、散歩やランニング

がより快適にできるようになるのではないでしょうか。

もちろん、体育館や施設にクーラーを設置してほしいという要望は多いですが、まずは可能なところか

ら改善を進めていただきたいと思います。

さらに、最近話題になっている小学校のプールについても気になっています。他県では小学校のプール

が廃止されるケースが増えており、その影響で水泳の授業がどうなるのかが注目されています。静岡県

ではどのような状況なのか、もし情報があれば教えていただけるとありがたいです。

高橋会長

わかりました。それでは、事務局のほうで確認いただけますか？

事務局

健康体育課です。小学校のプールについてですが、授業の実施施設は県内に 297 校あり、すべての学校

で水泳の授業が実施されています。中学校では、163 校中 161 校で水泳の実技授業が行われています。

ただし、授業の実施場所については、小学校では近隣校で実施しているケースがあり、一部の学校（48

校）は民間や公営プールを利用しています。中学校では、近隣校で実施している学校が 9校、民間や公営

プールで実施している学校が 14 校あります。また、最近話題になっている「委託」という形式について

は、県内で 2つの自治体が一部の学校で取り組みを始めています。なお、すべての学校が委託形式で実

施しているわけではなく、現状では学校施設で授業を行うところと委託で対応するところが混在してい

ます。

高橋会長

ありがとうございます。薗田委員、何か追加のご意見はありますか？

薗田委員

設備の問題についてですが、体育館の環境整備は非常に重要だと感じています。最近の気象条件を考慮

すると、体育館のエアコン設置が必要ですが、費用が高額なため、予算措置が課題になっています。私の

地域では、義務教育学校が 2校あり、体育館の設計段階からエアコン設置を検討しています。県からの

補助金を活用しながら、なんとか進めていきたいと思っています。

また、プールに関しては、私の地域では B&G 財団のプールを活用し、そこに子どもたちが通って水泳の

授業を受けています。南部地域の義務教育学校にはプールが 1つありますが、それだけでは足りないた

め、B&G 財団のプールを補完的に利用しています。県からの補助金を含め、体育館やプールの整備を進め

るために、引き続きさまざまな方向で検討していく必要があると考えています。

高橋会長

時間が迫ってきましたが、一つだけ付け加えさせていただきます。私は当初、eスポーツに対して反対

の立場でした。しかし、最近では、eスポーツが人と関わるのが苦手な子どもたちや学生にとって、スポ

ーツに触れる新しい機会になると感じています。たとえば、eスポーツを通じて競い合い、全国大会や世

界大会に進む可能性もあります。そういった意味で、eスポーツを「ニュー・スポーツ」や「マインドス

ポーツ」の一環として考える視点も必要ではないかと思います。

それでは、事務局のほうから今後についてご説明をお願いします。

事務局
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事務局から今後のスケジュールについてご説明いたします。議事資料の一番最後に「資料 4」として記

載がありますが、以下の流れで進めてまいります。

まず、本日のご審議を踏まえ、事務局が全委員の皆様と意見照会を行います。ご自身が出席されていな

い部会の内容についても、ご意見を忌憚なくお寄せいただければ幸いです。

いただいたご意見を集約した後、再度部会を書面にて開催し、初年度の計画内容について各委員の皆様

に確認をお願いする予定です。その後、10 月に審議会を開催し、スポーツ推進計画の素案を作成いたし

ます。

さらに、この計画案についてパブリックコメントを実施し、そこでいただいた意見も反映させた最終案

を作成します。そして、年度末に開催される審議会で最終報告を行い、その後、公表という流れで進めた

いと考えております。

以上が今後のスケジュールとなりますので、どうぞご承知おきください。

高橋会長

本日は暑い中お集まりいただきまして、誠にありがとうございました。これをもちまして、A部会「ス

ポーツインライフ・活躍社会」の部会を閉会いたします。ありがとうございました。
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令和７年度第１回静岡県スポーツ推進審議会Ｂ部会議事録

武田部会長

静岡県スポーツ協会の武田です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、次第に従い議題を進め

てまいります。

まず、議題 2「審議事項等」の第 4期スポーツ推進計画における各施策の取り組み内容について、事務

局から説明をお願いいたします。

事務局

スポーツ政策課長の小林です。よろしくお願いします。各施策の取り組み内容について説明いたしま

す。

前回の審議会および部会では、次期スポーツ推進計画の基本方針や柱、施策についてご理解をいただき

ました。その後、事務局で各柱ごとの具体的な施策を検討し、資料 1および資料 2として作成しました。

本部会では、これらの施策やその内容についてご議論いただきたいと思います。

特に、施策と具体的な施策との関連性、各施策の充足度、表現の適切性などの観点からご意見をいただ

ければ幸いです。本日の議論後に再度意見交換の機会を設けますので、他部会の内容についてもご意見

をお寄せください。

今回のＢ部会では、柱 3「スポーツを通じた人間性と多様な能力の育成」に関する施策を中心に取り扱

います。具体的には以下の内容です

施策 6ジュニア世代の発達度に応じた可能性の発掘と育成については、学校の運動部活動や地域スポ

ーツクラブを活用し、礼儀、協調性、思いやりなどの豊かな人間性を育むことを目指します。新たにスポ

ーツと医科学の連携を追記しました。

施策 7夢や感動を与えるアスリートの発掘・育成支援については、引き続き、アスリートの発掘と育

成を着実に進めていきます。

施策 8指導者の資質向上 指導者の質をさらに高めるための取り組みを継続していきます。

以上、事務局からの説明となります。よろしくお願いいたします。

武田部会長

ありがとうございました。本 B部会では、柱 3「スポーツを通じた人間性と多様な能力の育成」をテー

マに議論を進めてまいります。この柱では、トップレベルの競技者の育成、パラスポーツ・ジュニアの育

成、そして指導者の資質向上といった視点を取り入れ、人間性や能力の向上を目指しています。

本日は、特に新たに追加された 3つの取り組み（資料中の緑色の部分）に焦点を当てて議論を進めた

いと思います。皆さまの経験や知識をもとに、ご意見やご質問をいただければと思います。

それでは、まず山本委員、何かご意見をいただけますでしょうか？

山本委員

中学生の部活動についてですが、現在総合型スポーツクラブへの移行が進んでいます。特にサッカー界

では、他県で進んだモデルがあり、静岡でも地域単位で選手を集めて大会に参加するなど、工夫がなされ

ています。生徒数が少なく、1チームを作るのが難しい状況もあるため、地域で連携する必要がありま

す。

文部科学省も部活動を地域スポーツクラブに移行する方針を真剣に進めており、サッカー協会では指
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導者育成部会や普及部会、そして私が担当する強化部会が連携して取り組んでいます。また、大会運営に

おける暑さ対策として、特別部署を新設し、検討を進めています。ただ、静岡県の具体的な進捗状況につ

いては把握できていません。

武田部会長

公立中学校の部活動の地域移行や展開についてお話がありましたが、石黒委員、大学として関与されて

いますでしょうか？

石黒委員

私は亜細亜大学に所属していますが、現状、本学にはスポーツ科学部のような学部がないため、地域と

の連携で大学院生や学生を派遣して指導を行うような取り組みは実施しておりません。ただし、他大学

では部活動を地域貢献活動として地域と連携する例があります。また、大学が主体となり総合型地域ス

ポーツクラブを運営し、子どもたちを育成する体制が整っている場合もあります。そうした大学が、部活

動の地域移行に伴い受け皿として機能する可能性は十分にあると思います。

武田部会長

部活動の意義が変化してきているように感じますが、この点についてご意見を伺いたいと思います。秋

本委員、いかがでしょうか？

秋本委員

「育む」という点で、具体的な施策があるのであればお伺いしたいです。

事務局（健康体育課）

上段の学校教育活動としての部活動は、学習指導要領に基づいて教育活動の一環として実施していま

す。また、学習指導要領は、法的拘束力を持っております。子供たちを育むということを念頭において指

導を行っています。

事務局（スポーツ振興課）

具体的な施策として、地域スポーツクラブの普及支援については、スポーツ協会に依頼してスポーツク

ラブの研修を行い質の向上を図っています。指導者についても資格取得支援や人材バンクを活用するな

どしています。今後これらの取組を展開し、受け皿確保につなげていきたいと思います。

武田部会長

今、指導者の話が出たが、施策８の指導者の資質向上について何か意見ありますか。

谷内委員

産婦人科医の観点から、女性アスリートの育成に対する指導者の質に課題を感じています。激しい運

動や過度な体重コントロールは、生理が止まる、骨密度が下がるなど、健康への影響は大きいです。

例えば、チアリーディングをやって体重を落とすようコーチから指導を受けていて BMI18 未満で生理

も止まっている方が受診してきましたが、これ以上体重を落とさないようコーチに話をしたことがあり

ます。さらに、男性コーチに対しては、生徒が問題を言いづらい現状にある。コーチの方には、このよう

な課題を認識し、指導をしていただきたいと思います。

武田部会長

指導者が、どうしても男性に偏りがちな中、女性アスリートが体調や意見を外に出せないという課題が

あります。

また、指導者研修や熱中症対策も重要な課題です。例えば、今後開催される東海ブロック、国民スポー
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ツ大会のサッカー競技では、暑さ対策として試合開始時間を夕方の 16 時や 18 時に設定しています。こ

れは、選手の体調を考慮した対応です。特に、暑さで途中交代が増える例も見られるため、熱中症対策は

非常に重要です。山本委員、サッカーを中心にこの点について何かご意見をいただけますでしょうか？

山本委員

そうですね。日本サッカー協会では、7月や 8月の大会は一切行わない方針を明言しています。これに

伴い、予選もできるだけ暑さを避けるために日程を早めています。ただ、全国中学校サッカー選手権大会

など依然として真夏に開催される大会もあり、選手が試合中に倒れるといった問題が続いています。こ

れらの大会は協会主催ではないため、改善には時間がかかるのが現状です。

子どもたちの未来を守ることは非常に重要です。特に静岡県は優秀な選手が多く、サッカーのワールド

カップ日本代表の約 3割が静岡県出身という実績もあります。そのため、環境や指導者の質をどのよう

に向上させるかが課題だと思います。

体育の要綱でいえば、最低限のことしかマニュアルには書いていない。それを守って最低限のことだけ

をしていたら、子供たちの未来は暗いものになると思います。最低限のガイドラインを守ることにとど

まらず、子どもたちが自由に挑戦し、夢を持てるような環境を整えることが大事です。同時に、子どもた

ちの安全を守りながら、未来を切り開ける指導や機会を提供していく必要があります。この点について

引き続き議論を深めていきたいと思います。

武田部会長

今、ジュニア世代の育成についてお話がありましたが、子どもたちがいかにやる気を出し、学ぶだけで

なくスポーツを楽しむかが重要だと考えます。我々スポーツ協会でも、マルチスポーツを体験できる教

室を開いたり、さまざまな取り組みを行っています。子どもたちが多様なスポーツに挑戦する機会を提

供することが大切だと思いますが、県の施策として何か取り組みはありますでしょうか？

事務局

これまでの取り組みとして、さまざまな競技を体験する機会を創出してきました。特に、マイナー競技

も含めて子どもたちに体験の場を提供してきましたが、継続性や広がりを持たせるには課題があります。

例えば、指導者やチームの有無など環境整備が難しく、少子化の影響もあり、1つの競技だけでは限界

があるというご指摘はその通りだと思います。今後の施策として、より多くのスポーツを体験できる機

会を広げる取り組みを検討し、実行していきたいと考えています。資料にも記載がありますが、これをさ

らに充実させる方向で進めたいと思います。

山本委員

書いてある内容は素晴らしいと思います。ただ、それを実行するにはお金や指導者の確保が必要です。

例えば、Jリーグが本格化した初期の湘南ベルマーレでは、サッカーだけでなくビーチバレーなど複数の

種目を抱え、「モデルケース」と言われていました。現在は、サッカーの利益を活用してトレーナーやメ

ディカルスタッフを共有しながら多くの種目を支えています。同様に、民間資金をうまく活用して、指導

者の育成や活動の充実を図る仕組みが重要だと思います。

「お金がないからできません」「前例がないからできません」といった姿勢では、静岡の子どもたちの

未来は暗いものになると感じます。批判ではなく、素晴らしい施策をどう実行していくかが大切です。そ

のためには、地域の企業や資産を活用し、仕組みを整えることが重要だと思います。例えば、ラグビーの

ヤマハや、かつて野球を支えた大昭和製紙のような企業の協力を得ながら、地域全体で取り組みを進め
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ることが必要だと考えます。

石黒委員

今の関連で確認したいのですが、ここに挙がっている施策の主体は、基本的に担当課が行うという理解

でよろしいでしょうか？例えば、上級コーチの資格取得など、スポーツ協会が関与する部分もありそう

です。これらの施策を議論する際、どこまでを想定して考えれば良いのか確認させてください。

事務局

施策の「担当課」というのは、県内での分野を担当する課を指します。ただ、実際の実施については、

スポーツ協会と連携する場合や、民間に委託する場合、補助金を通じて実施主体を支援する場合など、い

ろいろな形態があります。現状、県の担当課が主体となって整理を進めている段階です。

石黒委員

施策をどう実現するかを考える際に、実施主体を具体的に想定して記載しておくほうが良いのではな

いかと感じました。

もう一点よろしいでしょうか。前回オンライン参加だったため、議論を十分把握できていない部分があ

るかもしれません。この柱 3は「スポーツを通じた人間性と多様な能力の育成」というテーマがありま

すが、現在、それに紐づく施策が 3つ挙がっています。ただ、具体的な取り組みを見ると、いわゆるハイ

パフォーマンス（競技力向上）に関する内容が中心です。もちろん、人間性の育成にもつながるとは思い

ますが、それだけで良いのか、他の視点も必要ではないかと感じました。

武田部会長

ハイパフォーマンスというと、競技力向上のお話ですね。

石黒委員

そうです。競技力向上の話が多く記載されていますが、例えばスポーツを通じた協調性やコミュニケー

ションスキルの育成についても、この柱で議論すべきであれば、どこかに明記したほうが良いのではな

いかと思います。

事務局

ハイパフォーマンス以外の協調性や人間性の育成については、新しい施策の中で触れています。特に緑

色で記載されている部分、（運動部活動の実施や地域スポーツクラブの実施の施策の）「豊かな人間性を

育む」の施策が該当します。

この施策では、指導者の質を高め、学校の部活動から地域スポーツに移行した子どもたちを対象に、人

間性を育む指導を行うことを目指しています。これを現時点での県の課題として位置づけています。

石黒委員

ただ、現状の施策 6に「タレント発掘」や「アスリート育成」といった内容が含まれており、これらと

人間性育成の話が混在しているように見えます。そのため、これを別立てにしたほうが話が整理され、分

かりやすくなるのではないでしょうか。施策の数に制限があるのかもしれませんが、検討の余地がある

と思います。

武田部会長

緑色の施策の一番下にある「スポーツと科学との連携」についてですが、これはアスリート向けの施策

で、「スポーツ科学」と「科学研究の成果の活用」という言葉が 2回出てきています。この表現がやや分

かりにくいと感じましたので、文言を整理するか、項目を分けるなど工夫が必要だと思います。

-18-



参考４

また、「ハイパフォーマンスセンター」という言葉を取り入れたい意図があるのかもしれませんが、そ

の点も含めて再検討が必要かと思います。

さて、話を変えて、パラスポーツについてご意見を伺いたいと思います。秋本委員、いかがでしょう

か？

秋本委員

パラスポーツに関してですが、ジュニア世代の「多くの競技を体験する機会の創出」と関連して、パラ

アスリートの発掘に向けた体験会の開催があると理解しています。

例えば、静岡県では「わかふじスポーツ大会」などで、いろいろな競技団体が体験コースを設け、異な

る競技に触れる機会を提供しています。ただし、遠方からの参加が難しい場合や、遠征費用の捻出が課題

となっています。特に地方競技団体や個人の経済的負担が大きく、中間層の選手が次のステップに進む

機会を失うことが懸念されます。トップアスリートの活動支援は県の補助で進んでおり、大変感謝され

ている一方で、裾野の選手や中間層への支援が手薄だと感じます。

例えば、国内大会（ジャパンパラ、日本パラなど）に出場するための少額の支援があれば、次世代のア

スリートを育成するうえで大きな助けになるのではないでしょうか。この中間層をどう支援し、トップ

レベルにつなげていくかが課題だと思います。

山本委員

パラアスリートが全国大会に出場する場合、どれくらいの費用が必要なのでしょうか？

秋元委員

費用はさまざまですが、参加費、旅費、宿泊費を含めると、国内大会では 1人あたり 3～4万円程度か

かることがあります。また、アジア大会などになると 10～20 万円ほどかかる場合もあります。市町等の

支援がある場合もありますが、まだ十分ではありません。県内の競技団体から推薦された選手が中央競

技団体に進む前の段階で、少額の支援を行える制度があれば良いのではないかと考えます。

山本委員

提案ですが、静岡県には Jリーグのクラブが 4チーム（沼津、清水、藤枝、磐田）あります。例えば、

これらのクラブでは 12 歳、15 歳、18 歳の全国大会があり、親の負担も大きいです。しかし、大会規模が

大きく何万にも集まるため、「全国大会に出場しました。寄付をお願いします」と呼びかけると、多くの

方が寄付してくれる実例もあります。

このような仕組みを参考に、パラスポーツや他の競技団体でも寄付を集めるモデルを作ることを提案

します。例えば、大会開催地でボランティアを募り、寄付を呼びかければ資金調達が可能です。

また、中学校や小学校のグラウンドが空いていることが多いので、これらを有効活用できる仕組みも必

要です。さらに、指導者の育成やルール整備についても考えていただきたいと思います。

静岡モデルとして、こうした取り組みを進めていただければ、地域のブランド力向上にもつながると思

います。ぜひ県のほうでご検討をお願いします。

武田部会長

寄付金については、ぜひ関係各所と連携して進めていただきたいと思います。

個人的な話になりますが、以前勤務していた学校で、先天的に両足と指がない生徒がいました。彼は車

椅子で生活し、上半身の筋肉が非常に発達していました。「パラスポーツをやってみたらどうか」と勧め

たかったのですが、当時はどこに繋げれば良いかわからず、そのまま彼は就職してしまいました。
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こういった人材を拾い上げる仕組みが整えば、パラスポーツはさらに発展すると思います。ぜひその点

を考えていただければと思います。以上、私の個人的な意見です。

時間も限られていますので、石黒委員、何かありますか？

石黒委員

パラスポーツの発展や強化については施策として挙がっていますが、パラスポーツを通じた多様性の

理解や共生社会の実現といった視点が抜けているように感じます。具体的な事業内容はこれから検討す

べきですが、長期的な施策として、こうした視点も取り入れていただけると良いと思います。

谷内委員

先日、婦人科に来られた十代の患者さんが、パラ卓球の選手を目指している方でした。その方は発達障

害や再建不全の治療を受けながら、車椅子で自立した生活をされています。このように、パラアスリート

が一般のクリニックで診察を受けられる環境が整ってきたことは素晴らしいことだと思います。

また、婦人科全体でも女性アスリートを支援する動きが進んでおり、資格制度や学会の設置といった取

り組みが行われています。ただ、静岡県ではまだ十分に根付いていない部分もあるため、これを促進して

いくことが重要だと思います。以上です。

山本委員

1 つ提案ですが、パラスポーツと Jリーグのクラブをマッチングさせる仕組みを作ってはどうでしょう

か。

例えば、試合のハーフタイムにパラアスリートが登場し、「世界に挑戦します」とアピールすれば、観

客からの寄付を募ることもできます。静岡には Jリーグのクラブが 4チーム（沼津、清水、藤枝、磐田）

もあり、これは神奈川と並ぶ財産です。これをうまく活用してほしいと思います。

また、現場に足を運び、地域の施設やリソースをつなげる役割を担っていただければ、子どもたちの夢

を広げることにつながると思います。さらに、グラウンドの活用についても規則を緩和すれば、利用者が

増えるのではないでしょうか。

環境整備については、例えば静岡市の Jステップがあります。ここには立派な体育館、トレーニング

ジム、グラウンドがあり、トヨタのバスケットボールチームなども合宿で使用しています。こうした施設

をうまく活用し、スポーツの集積地として重点的にモデルを作れば、子どもたちに良い影響を与えると

思います。ぜひご検討ください。

最後に、ラグビーのレガシーについて質問があります。ラグビーのレガシーでは、いろいろな成果を残

していこうという話がありますが、静岡県の学校（中学や高校）を卒業した方で、代表に選ばれた人数が

どのくらいいるのか、ぜひ調べていただきたいです。例えば、ワールドカップに出場したメンバーのうち、

約 30％が静岡県出身だったと聞いています。クラブや学校を含め、静岡からどれだけの人材が輩出され

たのかを把握することで、レガシー形成の参考になると思います。ヤマハのようなクラブ所属の方も含

めて、調査をお願いできればと思います。

武田部会長

では、事務局の課題として受け止めます。

高橋会長

議論が活発になっていると感じます。また、山本委員の「静岡モデル」についての提案は非常に前向き

であり、官民一体となって動く時期が来ているのではないかと思います。ただ、実現には多くの課題があ
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ることも確かです。

さらに、谷内委員からは女性アスリートや女性の体に関する視点で貴重なご意見をいただいています。

この点については、大学の授業でも取り上げていますが、まだ多くの学生や指導者が十分に理解してい

ない現状があります。女性の将来の健康や、子どもを産む能力への影響を考慮した科学的なアプローチ

が重要だと感じています。

また、石黒委員の社会学的な視点からのご意見も非常に重要です。この部会では「多様な人間性の育成」

を掲げていますが、「スポーツが人間性の育成に効果がある」と考える県民の割合が 35％というのは低い

と感じます。この背景には、体罰やいじめが影響している可能性もあります。しかし、スポーツ、食、睡

眠は人生を豊かにする基盤であり、この認識を広げる必要があると思います。以上です。

武田部会長

高橋会長からも貴重なご意見をいただきました。それでは、以上で B部会を閉会といたします。

-21-



参考４

令和７年度第１回静岡県スポーツ推進審議会Ｃ部会議事録

村田部会長

それでは早速、次第に沿って進めます。本日は、第 4期静岡県スポーツ推進計画に関する施策 9・10 に

ついて議論します。事務局から説明をお願いします。

事務局

事務局のスポーツ政策課長、小林です。よろしくお願いいたします。前回の審議会で、地域スポーツ推

進計画における基本方針や柱ごとの施策について議論いただきました。その後、事務局内で施策案を再

検討し、資料 1と資料 2を作成しました。本日は、施策の具体的内容や表現に関するご意見を伺いたい

と思います。

本部会の所管施策は次の通りです。

施策 9、スポーツによる賑わい創出と交流人口拡大。市町の「スポーツによるまちづくり」支援を新た

に追加しています。下田市のサーフタウン構想や沼津市の「フェンシングのまち」など地域資源を活かし

た取り組みを支援します。

施策 10、スポーツ資源の成長産業化は、すべて新規施策です。「しずおかスポーツ産業ビジョン」と連携

し、「みるスポーツ」の魅力向上や地域資源を活用したスポーツツーリズム推進を目指します。また、ア

スリートキャリア形成や関連企業支援も検討しています。

以上です。

村田部会長

施策 9と 10 は、地域活性化と成長産業化という共通点があります。柱 4は公共性が強く、柱 5はビジ

ネス寄りの方向性です。それぞれのご経験を踏まえたご意見をお願いします。

まず、スライドにある赤系（社会）と青系（経済）の分類についてですが、この分け方に何か意図があ

るのか確認させてください。

事務局

基本方針を整理した際、赤系は「社会貢献」、青系は「経済活性化」として分類しました。赤系は健康

増進や人格形成など社会的影響を重視し、青系は地域活性化や産業成長を目的としています。

村田部会長

赤は社会全体、青は経済ということで理解しました。ただ、施策 9については「交流人口の拡大」が目

標ですが、県外からの来訪者の指標を設けても良いのではないでしょうか。また、施策 10 の「成長産業

化」も金額ベースの指標だけでなく、人的交流の視点も考慮するべきです。

事務局

ご指摘ありがとうございます。施策 9では、「スポーツをする人」と「スポーツを見る人」を対象に、

県内外の人数を指標化しました。また、施策 10では金額ベースの指標に加え、交流人口や地域資源を活

用した取り組みの数も測定対象としています。これらを総合的に評価していく予定です。

村田部会長

例えば、地域活性化に関与する主体として、スポーツコミッションやイベント興行体だけでなく、総合

型地域スポーツクラブや企業も重要な役割を果たします。この点についても議論を深めたいと思います。

辻川委員
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施策 9「スポーツを通じた賑わいの創出と交流人口の拡大」に関してですが、アウトプットとしての指

標が「交流人口」とされています。前回も議論にありましたが、県内の交流人口が増えることは重要な一

方で、県外からの流入者数を指標として設定しても良いのではないかと思います。これは施策 10 とも関

連する内容です。施策 10 では金額ベースの成果が挙げられていますが、人的交流が増えるかどうかも重

要です。

また、施策 9の目標で「主催、共催、後援したスポーツ大会数が 3,000 人」という数字が示されていま

すが、この「3,000 人」が何を指しているのか（人の数なのか、イベントの数なのか）が曖昧に感じます。

目標指標を、人数とイベント数の両方で測るようにしてはどうでしょうか？

事務局

ご指摘ありがとうございます。前回も同様の意見をいただきましたので、指標を一部整理し、追加しま

した。まず、4番と 5番の柱全体を測る指標として、「県内施設や大会等でスポーツをする人・見る人」

の人数を設定しました。これは、県内外を問わず、施設利用者やプロスポーツ観戦者を含めた総計です。

次に、施策ごとの細かい指標として、施策 5では金額ベースの指標を設定しました。一方、施策 9につい

ては、具体的な数値を示す指標が不足していたため、スポーツ庁のアンケート調査を参考に客観的な指

標を追加しています。

また、「3,000 人」という数字に関してはイベント参加者数の目標であり、これに加え、大会や合宿の

件数を指標として設定しました。これらは、県外からの合宿者数も含めたデータを収集し、統計として示

す予定です。

さらに、スポーツを活用したまちづくりに関しては、下田市のサーフィン構想や沼津市のフェンシング

施策など、地域の特色を活かした取り組みを支援し、それに基づく指標を設定しました。交流人口につい

ても、「スポーツをする人」「スポーツを見る人」の人数や、大会開催数などを複合的に評価していく形で

記載しています。

村田部会長

ありがとうございます。この「スポーツをする人みる人の人数 1740 万」という数字ですが、少し大き

すぎる印象があります。何か具体的な根拠があるのでしょうか？

事務局

はい。この数字は、県の観光部門が実施している調査を基にしています。観光施設の利用者数を集計し、

その中からスポーツ関連施設を利用した人数を抽出して算出しています。現状値は約 1,400 万人で、こ

れはコロナ前の水準に戻った数値です。1,740 万というのは目標値で、今後の増加を見込んで設定してい

ます。

村田部会長

なるほど、国民の約 10分の 1に相当しますね。もちろん延べ人数ですよね？

事務局

はい、延べ人数です。

村田部会長

延べ人数での計測は仕方がない面もありますが、実数で把握するのは難しいですね。同じ人が複数回利

用している場合でも延べ人数に含まれるので、広く普及しているかどうかを判断するのは難しいところ

です。ただ、全県的なデータなので、そういった部分も考慮する必要があると思います。承知しました、
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1,740 万を目標とするわけですね。ありがとうございます。他にご意見はありますか？ それから、議論

にもありましたが、緑色の部分が新規追加された施策ということでよろしいですね？

事務局

はい、その通りです。

村田部会長

私は少し関わっていたのですが、柱 5の施策 10 について伺います。この「5つの施策」は、先ほど資

料にもありましたが、「しずおかスポーツ産業ビジョン」とほぼ一致していますよね。この推進計画に載

せる際も、ビジョンにある内容をそのまま反映する形でしょうか？

事務局

はい、基本方針はそのまま記載しますが、この「しずおかスポーツ産業ビジョン」は 10年間の計画で

す。その中で、まず 4年間で実行可能なものを静岡スポーツ推進計画に盛り込みます。また、参考資料と

して「静岡スポーツ産業ビジョン」を添付する形を予定しています。

村田部会長

分かりました。ありがとうございます。それでは少し背景を説明させていただきます。今回、資料をき

れいにまとめていただいたので、基本的な確認や要望も含め、議論を深めていきたいと思います。例えば、

推進計画のアウトプットについてですが、基本方針や柱には具体的な数字目標が設定されています。そ

れに対し、施策の概要には小目標や具体的な数字が含まれているのでしょうか？

事務局

現時点では施策ごとの具体的な目標は全て設定できていません。前回の議論でも、施策と目標が一致し

ていない点が指摘されました。そのため、柱ごとに 1つ、または複合的な目標を 2～3つ設定する形で整

理を進めています。ただ、施策ごとの具体的な目標については、まだ詳細を詰め切れていない状況です。

村田部会長

分かりました。柱や基本方針は最終的な成果（アウトカム）を示すものですが、施策の概要にも、例え

ば「新規の仕組みを生かしたスポーツによるまちづくりの取り組み」であれば、市町村レベルの具体的な

目標があっても良いのではないでしょうか。例えば、「スポーツを掲げた計画を持つ市町村を 10 から 15

に増やす」など、行政ごとの目標が設定されていると分かりやすいと思います。この部分はまだ設定され

ていないのでしょうか？

事務局

はい、現時点では詳細な目標設定ができていない部分もあります。ただ、まちづくりに関しては複合的

な目標として「スポーツを活用した取り組みを行う市町村数を 20 に増やす」という新規目標を設定して

います。この点については数字を置いております。

村田部会長

分かりました。ありがとうございます。それでは、続きの議論に進みましょう。

辻川委員

今の「市町」という単位ですが、この文脈では市町村ごとに施策が限定されてしまう印象があります。

例えば、三島市では「みしまジュニアスポーツアカデミー」というタレント発掘的な事業を行っています。

これは三島市の子どもたちを対象に、さまざまなスポーツ種目と出会う機会を提供する取り組みです。

ただし、実際に提供されるスポーツ種目には、沼津市のフェンシングやレスリング、清水町のホッケー、
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伊豆の国市のサイクルスポーツセンターでの自転車競技など、周辺エリアのものも含まれています。

しかし、この取り組みが三島市の子どもたちだけに限定されているため、対象者が減少してくると、年

齢層を下げる方向に施策が変わってしまいました。本来であれば、広域的に世代や地域を広げ、近隣自治

体と連携することで、より効果的な取り組みが可能になると思います。

ただ、市町ごとの施策だと、自治体の税金を財源とするため、広域的な取り組みに発展しづらい現状が

あります。その結果、施策が縦割りになり、範囲が狭まってしまう課題があります。県が支援することで、

各地域が連携しやすくなり、広域的な施策が実現できるのではないでしょうか。子どもの数が減少する

中で、自治体が消滅しない限り、個別の自治体内だけで対応するのは限界があると思います。

特に、広域的な指導者のネットワークを活用することで、地域を超えたスポーツ振興が可能になると考

えます。他の県でも同様の課題があると思いますので、こうした発想を取り入れられると良いのではな

いかと思います。

村田部会長

ありがとうございます。ご意見として、「エリアを閉じずに広げていくべき」という趣旨ですね。どう

でしょうか？ それぞれの立場や規模感を踏まえてご意見いただけると助かります。

杉山委員

私は総合型地域スポーツクラブで活動していますが、総合型地域スポーツクラブとは別に「ベルテック

ス静岡」の関連で、沼津市でスポーツ教室「Vキッズ沼津」を運営しています。この教室では、ダンス、

バスケットボールやフットサルなど複数の種目があり、会員登録をすればいろいろなスポーツを体験で

きます。

参加者は沼津市だけでなく、清水町や伊豆の国市などからも来ています。ただ、費用負担は沼津市がし

ているため、現状では沼津市内に限定されている部分があります。広域的な取り組みにする方が良いと

思いますが、市の予算を使っている以上、他自治体を巻き込むのが難しい状況です。

また、サッカーに関して言えば、一度チームに登録すると他のスポーツができないケースがあります。

サッカーをしながら他のスポーツも体験したいというニーズは多いと思います。こうした点を踏まえ、

競技を限定せずスポーツの環境を整備することが重要だと感じます。

施策 9と 10 についてですが、大規模イベントやスポーツ産業の推進という点で、内容が似通っている

ように感じます。分けなくても良いのではないかという印象もあります。

さらに、ベルテックス静岡の 2月の開幕試合において、スポーツ振興課の協力のもと、観客 100 名に

体験会を実施しました。このようなプロスポーツの試合を活用した取り組みでは、通常のレクリエーシ

ョン体験会とは異なり、参加者の多くが 60 歳以下で、新しい層に種目を紹介する良い機会になりました。

また、半数以上の方がその種目を初めて知ったという結果も出ています。

さらに、観客の中には県外からの参加者も一定数おり、プロチームの試合が交流人口の拡大に寄与して

いると感じます。ただ、静岡の総合型クラブの一部では、プロチームの試合が増えることで体育館が使い

にくくなるという課題もあるようです。この点についても検討が必要だと思います。

村田部会長

先ほどのご指摘にも関連しますが、市を限定するだけでなく、「関係人口」という言葉が示すように、

より多角的で融合的な視点で考える必要があると思いました。

また、下から 2番目の「大規模スポーツイベント」の部分ですが、下の項目と重複している部分がある
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ようにも思います。どうでしょうか？

事務局

そうですね。確かに、明確に区切るのは難しい部分があります。完全にビジネスベースで動かすものは

施策 10に寄せ、それ以外の要素を施策９に配置する形で整理しました。

村田部会長

分かりました。長澤委員、何かご意見ございますか？

長澤委員

施策 10 についてお伺いします。「プロスポーツチームと連携した部活動の地域展開」に関してですが、

具体的にどのようなイメージを持っているのか教えていただけますか？

また、施策 9に関連して、2019 年のラグビーワールドカップや 2020 年東京オリンピックが挙げられて

いますが、これらは既に 6年ほど前の話であり、古い印象を受けます。こうした過去のイベントに依存

するのではなく、新しい取り組みを創出することが必要ではないでしょうか。さらに、その際に「新しい

ものを作る」という具体的な言葉を施策に盛り込むべきかどうか、疑問を感じています。

加えて、具体的な数値を知りたいことがあります。ラグビーワールドカップや東京オリンピックの際に

事前キャンプを受け入れた静岡県内の市町村はどれくらいありましたか？また、2021 年以降の 3年間で、

大会や合宿の誘致がどれくらい実現したのか、その実績についても教えていただけますでしょうか。

村田部会長

ありがとうございます。まず、「プロスポーツチームと連携した部活動の地域展開」について、具体的

なイメージをもう少し検討する必要があるかと思います。また、オリンピックやラグビーワールドカッ

プといった過去のイベントが中心になりすぎていないか、というご指摘も重要だと思います。

事務局

まず、プロスポーツチームと連携した部活動の地域展開についてです。部活動が学校から地域に移行す

る際、受け皿が必要になります。その一つとして、総合型地域スポーツクラブや少年団の複合クラブがあ

ります。また、ブルーレヴスやベルテックスといったプロチームも地域の子どもたちへの指導を始めて

います。サッカーでは既にジュニア育成が進んでおり、学校の部活動に入らずクラブで活動する子ども

も増えています。

静岡県としても、プロチームが部活動の練習先として地域で活動することを推奨しています。プロチー

ムの経営者からも、稼いだ利益を地域に還元し、指導者を派遣したり場を提供したりしたいという意向

が示されています。有料化は避けられないかもしれませんが、例えば 10万円の利用料を 5万円に抑える

など、県内の施設を活用しながら地域展開を進めていきたいと考えています。

次に、オリンピックやラグビーワールドカップに関連する事前キャンプについてですが、具体的な数値

は正確には把握していません。ただし、静岡県は千葉県や神奈川県と同程度の多くの受け入れ実績があ

ります。牧之原市、富士市、御殿場市などでキャンプが行われ、その後も水泳チームやサーフィン選手と

の交流が続いています。

大会合宿の誘致に関しては、具体的な数値を把握するための調査を進めています。市町の施設だけでな

く、時之栖やつま恋といった民間施設も含め、誘致数を指標化し、目標値を設定していく予定です。

また、オリンピックやラグビーワールドカップの「レガシー」という言葉については、いつまで使用する

かが議論されています。一部からは不要との意見もありますが、静岡県が取り組んできた成果や強みを
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考えると、一定の期間は言葉を残しつつ取り組みを続けるべきだと考えています。

最後に、ラグビーワールドカップに関しては、2035 年、2037 年、2039 年の日本開催を目指して協会が

動いており、静岡県にも再びチャンスが巡ってくる可能性があります。そのため、この取り組みを継続す

る意味でも「レガシー」の言葉を残しています。

長澤委員

部活動の受け皿について、県内で多くの地域が困っているように感じます。プロチームに限定せず、も

っと幅広い受け入れ先を作る必要があるのではないでしょうか。プロチームは自分たちで運営する力が

ありますが、県としては、プロ以外の受け皿を計画的に整備し、地域全体で子どもたちを支え、高校や大

学などでスポーツを高めていけるような環境を作るべきだと感じました。

事務局

言葉が足りず誤解を招いてしまったかもしれません。部活動の受け皿については、施策の柱 9や 10 で

はなく、別の部門で既に取り組んでいます。ただ、そこだけでは支えきれない部分があるため、プロチー

ムの力を活用することも含めて推進していきたいと考えています。ご指摘ありがとうございました。

それ以外の主要な取り組みについて補足します。これは別の部会の管轄になりますが、県の教育委員会

やスポーツ担当部門が連携し、総合型地域スポーツクラブや単発のスポーツクラブに対して、指導者の

質向上や資格取得の支援など、人材面での支援を行っています。これにより、市町が受け皿を整備できる

よう取り組んでいます。

ただし、地域によって課題が異なるため、市町と連携しながら引き続き取り組んでいきたいと考えてい

ます。

杉山委員

確かに、エスパルスやベルテックスのようなプロチームが運営するクラブでは、子どもたちが上手くな

るという期待もあり、親御さんも積極的に参加させたい意向があります。ただ、月会費が 1万円から 1万

数千円と高額で、参加が難しい家庭も多いのが現状です。

私のところでは、中学校でアルティメットの外部部活を運営していますが、最初は無料で試験的に実施

しました。その後、保険料などの経費を負担してもらうようお願いしたところ、参加が難しくなるケース

が出てきました。

総合型クラブの会議でも、部活動の地域移行に際して親御さんが出せる金額について議論があり、多く

の家庭では 3,000 円程度が限度だという声がありました。こうした状況を考えると、プロチームに通え

る子どもは良いですが、そうでない大多数の子どもたちがスポーツに触れる機会をどう確保するかが大

きな課題です。この点について、さらに考えていただければと思います。ありがとうございます。

岩水委員

最後に発言させていただきます。私たちは掛川市、袋井市、磐田市、菊川市の 5市でスポーツ協会とし

て NPO を通じた交流会を年数回開催しています。その中で、合宿や大会の誘致を進めたくても会場が不

足しており、単独では対応が難しいという声が頻繁に出ます。広域で連携することが非常に重要だと感

じています。

また、小さな町である菊川市でも、プロチームが来てサッカーやバスケットボールの指導を行ってお

り、大変好評です。ただし、地域部活動の展開において、例えば掛川市では月謝や会費が 8,000 円からス

タートしており、若い親御さんにとっては負担が大きいという問題があります。このため、おじいちゃん

-27-



参考４

やおばあちゃんに孫のための支援をお願いする家庭もあると聞きました。

誰でも差別なく、多様なスポーツに参加できる環境を整える必要があると感じています。会費や参加費

の問題を含めた課題解決に向けて取り組んでいただけたらと思います。

事務局

ありがとうございます。9と 10 の施策については、地域活性化や経済への寄与を目的としたビジネス

的要素を含んでいます。ただし、確かに格差や負担の問題もあることは承知しております。他の柱や施策

とのバランスを考えながら、引き続き検討していきたいと思います。ありがとうございます。

高橋会長

申し訳ありません、横から失礼します。この C部会では施策 9と施策 10 を扱っていますが、施策 10 に

関しては「しずおかスポーツ産業ビジョン概要版」という具体的な資料が既に提示されていると感じま

した。

また、運動部活動に関する話題も出たように、スポーツは対象によって A部会、B部会、C部会と関連

する部分が多々あります。そのため、先生方のご意見を A部会にも持ち帰り、共有させていただきたい

と思います。

特に施策 9に関しては、2025 年までの具体的な数値が示されているようですが、事務局でその詳細な

データが既にあるのかどうか確認しつつ、検討を進めていただければ助かります。以上です。ありがとう

ございました。

村田部会長

限られた時間ではありましたが、委員の皆さまから多くのご意見をいただき、ありがとうございまし

た。広域の問題や企業の関与について、私自身も十分に読み取れていなかった部分がありましたが、この

計画には企業の役割も記載されています。

こうした計画において、どの言葉が載っているかは非常に重要だと思います。例えば、3行目あたりに

「市町や地域スポーツコミッションへの」とありますが、「企業や地域スポーツコミッションへの」とし

た方が良いかもしれません。また、大学も重要な資源を持つアクターの一つですので、企業や大学など、

多様な主体を計画に反映させることが大切だと感じました。

いただいたご意見は、事務局にて整理いただき、改めて確認の連絡を差し上げます。引き続き審議を進

めていきたいと思います。それでは、最後に事務局より、今後のスケジュールについてご説明いただきま

す。

事務局

最後に、今後のスケジュールについてご説明します。資料 4をご覧ください。本日の議論終了後、事務

局案を全委員の皆さまに共有し、意見交換を行わせていただきます。ご自身が出席されていない部会に

関する意見も、遠慮なくお寄せいただければと思います。いただいたご意見をもとに、再度書面による部

会を開催し、内容の確認をお願いする予定です。その後、10 月頃に審議会を開催し、地域スポーツ推進

計画の素案を作成いたします。さらに、パブリックコメントを踏まえた意見を反映し、最終案を年度末の

審議会でご報告する予定です。以上です。よろしくお願いいたします。

村田部会長

ありがとうございます。それでは、C部会を閉会とさせていただきます。引き続きよろしくお願いいた

します。本日はありがとうございました。お疲れ様でした。
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【質問事項への回答】

【質問①】

静岡県の学校（中学や高校）を卒業した方で、（ラグビーの）代表に選ばれた人数がどのくらいいるの

か。（クラブ所属を含む）

（例えば、ワールドカップに出場したメンバーのうち、約 30％が静岡県出身とのこと。クラブや学校

を含め、静岡からどれだけの人材が輩出されたのかを把握することで、レガシー形成の参考になる。）

【回答①】

2019 年においても、直近の 2023 年のワールドカップ開催時においても県内出身者はいない

(単位：人数）

(1) 2019 年（ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ開催時）

(2) 2023 年（ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ開催時）

全体計

(全国)
県内出身者

内訳

県内中学・高校 クラブ そのほか

31 0 0 ０ 0

全体計

(全国)
県内出身者

内訳

県内中学・高校 クラブ そのほか

33 0 0 0 0

【質問②】ラグビーワールドカップや東京オリンピックの際に事前キャンプを受け入れた静岡県内の

市町村の実績は？また、2021年以降の 3年間で、大会や合宿の誘致がどれくらい実現したのか。

【回答②】

ラグビーワールドカップ（2019 年）では 5 市町、オリ・パラ（2021 年）では 12 市町が事前キャン

プ受け入れを行った。

また、大会・合宿の誘致は、直近（2024 年）で 1,534 件の誘致が行われている。

(1) 受入市町数 （単位：件）

(2) 大会・合宿の誘致状況 （単位：件）

年度 市町数 受入国・地域数 備考

2019年（RWC開催時） ５ ８ 公認キャンプ地

2021 年（東京ｵﾘﾝﾋﾟｯ
ｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ）

12 12

受入れ件数は 16件
オリ・パラ別の区分

同一国で異なる競技を、２つ

の自治体で受入れる例あり

年度 大会・合宿数 備考

2024年 1,534
令和 7年 6月調査開始
（それ以前は無し）

参考６
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